
目

次

告

示

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
指
定
医
療
機

関
の
指
定
の
辞
退
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
保
健
衛
生
課
）
…
一

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
医
療
機
関
の

指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
に
よ
る
研
修
機
関
の
登
録
qqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
二

○
児
童
福
祉
法
に
よ
る
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
障
害
児
通
所

支
援
事
業
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
児
童
福
祉
法
に
よ
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
保
安
林
の
指
定
解
除
予
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
林

政

課
）
…
二

○
基
本
測
量
の
終
了
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
監

理

課
）
…
三

○
公
共
測
量
の
終
了
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

公

告

○
換
地
処
分
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
農
村
整
備
課
）
…
四

○
青
森
県
地
域
防
災
計
画
修
正
の
要
旨
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
防
災
危
機

管

理

課
）
…
四

告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
六
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
二
十
条
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
四
条
第
三
号
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指
定
辞
退

年
月
日

リ
ヴ
調
剤
薬
局
栄
町
店

青
森
市
栄
町
二
丁
目
二
の
一
七

平
成
三〇･
一･三一

リ
ヴ
調
剤
薬
局
松
原
店

青
森
市
奥
野
二
丁
目
二
〇
の
二

〃

リ
ヴ
調
剤
薬
局
く
す
し
店

青
森
市
久
須
志
四
丁
目
三
の
一
六

〃

鈴
木
内
科
医
院

八
戸
市
大
字
尻
内
町
字
八
百
刈
二
六
の
三

三〇･
三･三一

青
森
県
告
示
第
三
百
七
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
四
条
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

リ
ヴ
調
剤
薬
局
く
す
し
店

青
森
市
久
須
志
四
丁
目
三
の
一
六

平
成
三〇･
二･
一

リ
ヴ
調
剤
薬
局
栄
町
店

青
森
市
栄
町
二
丁
目
二
の
一
七

〃

リ
ヴ
調
剤
薬
局
松
原
店

青
森
市
奥
野
二
丁
目
二
〇
の
二

〃

青
森
県
報
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第
四
千
四
百
三
十
六
号

平
成
三
十
年

四
月
十
一
日

（
水
曜
日
）



青
森
県
告
示
第
三
百
八
号

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
喀
痰
吸
引
等
研
修
を
行
う
者
の
登
録
を
し
た
の
で
、
同
法
附
則
第
十
七
条

第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

登

録

番

号

登

録

年
月
日

氏
名
又
は

名

称

住

所

事

業

所

業
務
開
始

予

定

年
月
日

名

称

所

在

地

〇二二〇〇〇

二

平
成
三〇･
三･二七
株
式
会
社

中
川

宮
城
県
仙
台

市
青
葉
区
小

田
原
四
丁
目

二
の
一
八

東
北
福
祉

カ
レ
ッ
ジ

弘
前
市
大
字

早
稲
田
四
丁

目
五
の
六

平
成
三〇･
四･
一

青
森
県
告
示
第
三
百
九
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
か
ら
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
五
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

障
害
児
通

所
支
援
の

種
類

障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行

う
事
業
所

廃

止

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

特
定
非
営
利

活
動
法
人
銀

河

弘
前
市
大
字
若
葉

二
丁
目
七
の
一

児
童
発
達

支
援

発
達
サ
ポ
ー

ト
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
大
空
弘
前
市
大
字
若
葉

二
丁
目
七
の
一

平
成
三〇･
三･三一

青
森
県
告
示
第
三
百
十
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五

の
二
十
五
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

障
害
児
通

所
支
援
の

種
類

障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行

う
事
業
所

指

定

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

特
定
非
営
利

活
動
法
人
銀

河

弘
前
市
大
字
若
葉

二
丁
目
七
の
一

児
童
発
達

支
援

幼
児
発
達
支

援
セ
ン
タ
ー

大
空

弘
前
市
大
字
若
葉

二
丁
目
七
の
一

平
成
三〇･
四･
一

特
定
非
営
利

活
動
法
人
銀

河

弘
前
市
大
字
若
葉

二
丁
目
七
の
一

保
育
所
等

訪
問
支
援
訪
問
サ
ポ
ー

ト
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
Ｌ
ｕ

ｎ
ａ

弘
前
市
大
字
若
葉

二
丁
目
七
の
一

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人

team
.Step

by
step

弘
前
市
大
字
城
東

三
丁
目
一
一
の
一

一

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

児
童
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
す

て
っ
ぷ
・

あ
っ
ぷ

弘
前
市
大
字
城
東

四
丁
目
四
の
一
二
〃

社
会
福
祉
法

人
若
竹
会

三
沢
市
岡
三
沢
二

丁
目
七
の
七

児
童
発
達

支
援

児
童
発
達
支

援
セ
ン
タ
ー

ハ
ー
モ
ニ
ー
三
沢
市
東
岡
三
沢

一
丁
目
二
三
の
一
〃

社
会
福
祉
法

人
若
竹
会

三
沢
市
岡
三
沢
二

丁
目
七
の
七

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

児
童
発
達
支

援
セ
ン
タ
ー

ハ
ー
モ
ニ
ー
三
沢
市
東
岡
三
沢

一
丁
目
二
三
の
一
〃

社
会
福
祉
法

人
柏
友
会

つ
が
る
市
柏
桑
野

木
田
若
宮
二
五
五

の
一

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

放
課
後
等
デ

イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
ま

る
べ
り
ー

つ
が
る
市
柏
上
古

川
八
重
崎
二
二
三

の
一

〃

青
森
県
告
示
第
三
百
十
一
号

次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二
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十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
深
谷
町
字
若
山
一
四
三
の
六
四
、
一
四
三
の
六
五

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

雪
崩
の
危
険
の
防
止

三

保
安
林
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め
 

青
森
県
告
示
第
三
百
十
二
号

国
土
地
理
院
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

作
業
種
類

基
本
測
量
（
電
子
基
準
点
現
地
調
査
）

二

作
業
期
間

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
十
六
日
ま
で

三

作
業
地
域

青
森
市

弘
前
市

八
戸
市

黒
石
市

五
所
川
原
市

十
和
田
市

三
沢
市

む
つ
市

東
津
軽
郡
平
内
町

東
津
軽
郡
今
別
町

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町

西
津
軽
郡
深
浦
町

中
津
軽
郡
西
目
屋
村

南
津
軽
郡
大
鰐
町

北
津
軽
郡
中
泊
町

上
北
郡
野
辺
地
町

上
北
郡
六
ケ
所
村

下
北
郡
東
通
村

下
北
郡
風
間
浦
村

下
北
郡
佐
井
村

三
戸
郡
五
戸
町

三
戸
郡
田
子
町

青
森
県
告
示
第
三
百
十
三
号

測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

測
量
計
画
機
関

弘
前
市

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
、
出
来
形
確
認
測
量
）

三

測
量
の
期
間

平
成
二
十
九
年
七
月
十
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
ま
で

四

測
量
の
地
域

弘
前
市
駅
前
二
丁
目
、
同
市
代
官
町
の
一
部
及
び
同
市
東
和
徳
町
の
一
部
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公

告

換
地
処
分

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ

り
、
大
平
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
第
二
工
区
の
換
地
処
分
を
し
た
の
で
、
同
条
第
十
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
地
域
防
災
計
画
修
正
の
要
旨

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

青
森
県
地
域
防
災
計
画
（
以
下
「
計
画
」
と
い
う
。
）
を
修
正
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
そ
の
要
旨
を
公
表
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
一
日

青
森
県
防
災
会
議
会
長

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

計
画
修
正
の
趣
旨

青
森
県
防
災
会
議
は
、
昭
和
三
十
八
年
に
計
画
を
作
成
し
て
以
来
、
毎
年
こ
れ
に
検
討
を
加

え
、
必
要
に
応
じ
修
正
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
県
の
防
災
対
策
の
見
直
し
、
国
の
防

災
基
本
計
画
の
修
正
、
核
燃
料
施
設
等
に
係
る
防
護
措
置
等
の
見
直
し
を
反
映
し
た
原
子
力
災
害

対
策
指
針
の
改
正
等
を
踏
ま
え
、
計
画
に
つ
い
て
、
災
害
対
策
全
般
に
わ
た
っ
て
修
正
を
行
っ
た

も
の
で
あ
る
。

二

計
画
修
正
の
年
月
日

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

三

計
画
修
正
の
主
な
内
容

風
水
害
等
災
害
対
策
編

第
二
章

防
災
組
織

第
二
節

配
備
態
勢

災
害
へ
対
処
す
る
態
勢
の
見
直
し
を
行
い
、
非
常
態
勢
、
警
戒
態
勢
及
び
準
備
態
勢
の
基

準
を
明
確
化
し
た
。

第
三
節

県
災
害
対
策
本
部

一

県
災
害
対
策
本
部
の
事
務
局
機
能
を
強
化
す
る
た
め
、
対
策
連
絡
部
に
代
え
て
、
統
括
調

整
部
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

市
町
村
の
被
害
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
、
市
町
村
に
情
報
連
絡
員
（
リ
エ
ゾ
ン
）
を
派

遣
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

大
規
模
災
害
時
に
国
、
防
災
関
係
機
関
等
と
相
互
に
連
携
し
、
県
災
害
対
策
本
部
へ
の
情

報
連
絡
員
の
派
遣
等
を
求
め
る
こ
と
と
し
た
。

第
四
節

県
災
害
対
策
本
部
に
準
じ
た
組
織

県
災
害
警
戒
本
部
及
び
県
災
害
情
報
連
絡
室
の
体
制
等
を
明
確
化
し
た
。

第
五
節

市
町
村
及
び
防
災
関
係
機
関
の
災
害
対
策
組
織

市
町
村
及
び
防
災
関
係
機
関
は
、
気
象
予
報
・
警
報
、
水
防
指
令
等
の
発
令
状
況
及
び
被

害
の
状
況
等
に
よ
っ
て
、
災
害
対
策
組
織
を
設
置
し
て
対
処
す
る
こ
と
と
し
た
。

第
三
章

災
害
予
防
計
画

青
森
県
国
土
強
靱
化
地
域
計
画
と
の
関
係
を
明
示
し
た
。

第
二
節

業
務
継
続
性
の
確
保

県
、
市
町
村
及
び
防
災
関
係
機
関
は
、
災
害
時
の
応
急
対
策
等
の
実
施
や
優
先
度
の
高
い

通
常
業
務
の
継
続
の
た
め
、
必
要
と
な
る
人
員
や
資
機
材
等
を
必
要
な
場
所
に
的
確
に
投
入

す
る
た
め
の
事
前
の
準
備
体
制
と
事
後
の
対
応
力
の
強
化
を
図
る
こ
と
と
し
た
。

第
三
節

防
災
業
務
施
設
・
設
備
等
の
整
備

県
は
一
次
物
資
拠
点
の
、
市
町
村
は
二
次
物
資
拠
点
の
確
保
を
図
る
こ
と
と
し
た
。

第
十
節

避
難
対
策

指
定
管
理
施
設
が
指
定
避
難
所
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
市
町
村
（
設
置
団
体
）
と
指

定
管
理
者
と
の
間
で
事
前
に
避
難
所
運
営
に
関
す
る
役
割
分
担
等
を
定
め
る
よ
う
努
め
る
こ

と
と
し
た
。

第
十
一
節

災
害
備
蓄
対
策

災
害
時
に
必
要
な
物
資
の
備
蓄
は
、
自
助
・
共
助
に
よ
る
こ
と
を
基
本
と
し
、
公
助
に
よ

る
備
蓄
は
自
助
・
共
助
に
よ
る
備
蓄
を
補
完
す
る
目
的
で
行
う
こ
と
と
し
た
。

第
十
二
節

要
配
慮
者
安
全
確
保
対
策
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一

要
配
慮
者
利
用
施
設
の
所
有
者
又
は
管
理
者
は
、
介
護
保
険
関
係
法
令
等
に
基
づ
き
、
自

然
災
害
か
ら
の
避
難
を
含
む
非
常
災
害
に
関
す
る
具
体
的
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

市
町
村
は
、
庁
舎
の
被
災
等
の
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
も
避
難
行
動
要
支
援
者
名

簿
の
活
用
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
、
名
簿
情
報
の
適
切
な
管
理
に
努
め
る
こ
と
と
し
た
。

三

県
及
び
市
町
村
は
、
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
避
難
確
保
に
関
す
る
計
画
や
避
難
訓
練
の
実

施
状
況
等
に
つ
い
て
、
定
期
的
に
確
認
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と
し
た
。

第
二
十
二
節

複
合
災
害
対
策

地
震
、
津
波
、
風
水
害
、
原
子
力
災
害
等
の
複
合
災
害
（
同
時
又
は
連
続
し
て
２
以
上
の

災
害
が
発
生
し
、
災
害
応
急
対
策
が
困
難
と
な
る
事
象
を
い
う
。
）
の
発
生
可
能
性
を
認
識

し
、
備
え
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。

第
四
章

災
害
応
急
対
策
計
画

第
五
節

自
衛
隊
災
害
派
遣
要
請

災
害
対
応
の
時
間
的
推
移
を
踏
ま
え
、
掲
載
位
置
の
見
直
し
を
行
っ
た
。

第
六
節

広
域
応
援

一

「
相
互
応
援
協
定
等
に
基
づ
く
広
域
応
援
」
に
、
他
県
等
へ
の
応
援
を
加
え
「
広
域
応

援
」
と
し
た
う
え
で
、
災
害
対
応
の
時
間
的
推
移
を
踏
ま
え
、
掲
載
位
置
の
見
直
し
を
行
っ

た
。

二

県
外
に
お
い
て
大
規
模
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
要
請
が
あ
っ
た
と
き
は
応
援

本
部
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

第
八
節

避
難

県
は
、
時
期
を
失
す
る
こ
と
な
く
避
難
勧
告
等
が
発
令
さ
れ
る
よ
う
、
市
町
村
に
積
極
的

に
助
言
す
る
こ
と
と
し
た
。

第
十
節

水
防

県
は
、
洪
水
に
よ
り
相
当
な
損
害
を
生
じ
る
恐
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
県
が
指
定
し
た
河

川
以
外
の
河
川
に
つ
い
て
も
、
役
場
等
の
所
在
地
に
係
る
河
川
に
つ
い
て
は
、
雨
量
の
情
報

を
活
用
す
る
等
、
河
川
の
状
況
に
応
じ
た
簡
易
な
方
法
も
用
い
て
、
市
町
村
等
へ
河
川
水
位

等
の
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
と
し
た
。

第
十
八
節

医
療
、
助
産
及
び
保
健

一

県
は
、
必
要
に
応
じ
、
県
災
害
対
策
本
部
の
下
に
、
災
害
対
策
に
係
る
保
健
医
療
活
動
の

総
合
調
整
を
行
う
青
森
県
保
健
医
療
調
整
本
部
を
設
置
す
る
他
、
現
地
に
お
け
る
保
健
医
療

活
動
の
調
整
を
行
う
保
健
医
療
現
地
調
整
本
部
を
、
被
災
市
町
村
を
所
管
す
る
県
保
健
所
に

設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

県
は
、
必
要
に
応
じ
、
県
内
に
お
け
る
保
健
衛
生
活
動
を
円
滑
に
行
う
た
め
の
総
合
調
整

等
に
努
め
る
こ
と
と
し
た
。

第
二
十
節

輸
送
対
策

県
は
、
災
害
時
に
お
け
る
他
県
等
か
ら
の
救
援
物
資
の
一
次
物
資
拠
点
を
、
そ
の
備
え
る

べ
き
機
能
等
を
勘
案
し
、
あ
ら
か
じ
め
選
定
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
。

第
二
十
四
節

廃
棄
物
等
処
理
及
び
環
境
汚
染
防
止

一

青
森
県
災
害
廃
棄
物
処
理
計
画
と
の
関
係
を
明
示
し
た
。

二

損
壊
家
屋
の
解
体
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
解
体
業
者
、
産
業
廃
棄
物
処
理
業
者
、
建
設

業
者
等
と
連
携
し
た
解
体
体
制
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
速
や
か
に
他
の
地

方
公
共
団
体
へ
の
協
力
要
請
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

第
六
章

災
害
復
旧
対
策
計
画

第
三
節

被
災
者
に
対
す
る
生
活
保
障
・
生
活
再
建
支
援
に
関
す
る
計
画

市
町
村
は
、
効
率
的
な
罹
災
証
明
書
の
交
付
を
支
援
す
る
シ
ス
テ
ム
の
活
用
に
つ
い
て
検

討
す
る
こ
と
と
し
た
。

地
震
・
津
波
災
害
対
策
編

第
三
章

災
害
予
防
計
画

第
十
四
節

土
砂
災
害
対
策

国
及
び
県
は
、
大
規
模
盛
土
造
成
地
の
位
置
や
規
模
を
示
し
た
大
規
模
盛
土
造
成
地
マ
ッ

プ
を
作
成
・
公
表
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
滑
動
崩
落
の
恐
れ
が
大
き
い
大
規
模
盛
土

造
成
地
に
お
い
て
、
宅
地
の
耐
震
化
の
実
施
を
促
進
す
る
こ
と
と
し
た
。

第
四
章

災
害
応
急
対
策
計
画

第
二
十
五
節

被
災
建
築
物
の
応
急
危
険
度
判
定
及
び
被
災
宅
地
の
危
険
度
判
定

市
町
村
は
被
災
建
築
物
の
応
急
危
険
度
判
定
調
査
、
被
災
宅
地
危
険
度
判
定
調
査
、
住
宅

被
害
認
定
調
査
な
ど
の
必
要
性
や
実
施
時
期
の
違
い
、
民
間
の
保
険
損
害
調
査
と
の
違
い
等

に
つ
い
て
、
被
災
者
に
明
確
に
説
明
す
る
こ
と
と
し
、
県
は
市
町
村
の
活
動
の
支
援
に
努
め

る
こ
と
と
し
た
。

そ
の
他
「
風
水
害
等
災
害
対
策
編
」
の
修
正
に
合
わ
せ
て
諸
対
策
の
充
実
を
図
る
こ
と
と
し
、
所

要
の
修
正
を
行
っ
た
。

原
子
力
災
害
対
策
編

第
一
章

総
則

第
五
節

計
画
の
基
礎
と
す
る
べ
き
災
害
の
想
定

ウ
ラ
ン
濃
縮
施
設
、
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
、
再
処
理
施
設
、
低
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
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埋
設
施
設
、
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
管
理
施
設
、
使
用
施
設
、
原
子
炉
施
設
及
び
使
用
済

燃
料
貯
蔵
施
設
で
想
定
さ
れ
る
放
射
性
物
質
又
は
放
射
線
の
放
出
形
態
を
修
正
又
は
追
記
し

た
。

第
六
節

原
子
力
災
害
対
策
を
重
点
的
に
実
施
す
べ
き
区
域
の
範
囲

再
処
理
施
設
、
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
そ
の
他
の
原
子
力
施
設
に
お
け
る
原
子
力
災
害
対

策
を
重
点
的
に
実
施
す
べ
き
区
域
に
つ
い
て
追
記
し
た
。

第
七
節

原
子
力
災
害
対
策
重
点
区
域
に
お
け
る
緊
急
事
態
区
分
等
に
応
じ
た
防
護
措
置
の
準
備

及
び
実
施

情
報
収
集
事
態
と
し
て
、
原
子
力
事
業
所
所
在
市
町
村
及
び
そ
の
周
辺
（
所
在
市
町
村
の

震
度
が
発
表
さ
れ
な
い
場
合
は
近
傍
の
市
町
村
の
震
度
を
用
い
る
。
）
に
お
け
る
震
度
５
弱

又
は
震
度
５
強
の
地
震
が
発
生
し
た
場
合
そ
の
他
原
子
力
施
設
の
運
転
に
影
響
を
及
ぼ
す
お

そ
れ
が
あ
る
情
報
が
通
報
さ
れ
た
場
合
を
追
記
し
た
。

第
二
章

原
子
力
災
害
事
前
対
策

第
七
節

緊
急
事
態
応
急
体
制
の
整
備

一

県
は
、
原
子
力
災
害
医
療
体
制
の
充
実
を
図
る
た
め
、
原
子
力
災
害
拠
点
病
院
等
に
所
属

し
て
救
急
医
療
等
を
行
う
原
子
力
災
害
医
療
派
遣
チ
ー
ム
に
つ
い
て
、
そ
の
要
請
手
続
き
を

予
め
定
め
て
お
く
と
と
も
に
、
受
入
体
制
の
整
備
等
必
要
な
準
備
を
整
え
る
こ
と
と
し
た
。

二

避
難
退
域
時
検
査
等
の
場
所
等
に
関
す
る
広
域
的
な
応
援
要
請
に
つ
い
て
必
要
な
準
備
を

整
え
る
こ
と
と
し
た
。

三

緊
急
時
予
測
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
記
載
を
整
理
し
た
。

第
十
一
節

救
助
・
救
急
、
医
療
、
消
火
及
び
防
護
資
機
材
等
の
整
備

県
は
、
原
子
力
災
害
拠
点
病
院
及
び
原
子
力
災
害
医
療
協
力
機
関
を
予
め
指
定
又
は
登
録

し
、
国
が
行
う
原
子
力
災
害
医
療
体
制
の
構
築
及
び
原
子
力
災
害
医
療
派
遣
体
制
の
整
備
・

維
持
に
協
力
す
る
こ
と
と
し
た
。

第
三
章

緊
急
事
態
応
急
対
策

第
二
節

情
報
の
収
集
・
連
絡
、
緊
急
連
絡
体
制
及
び
通
信
の
確
保

情
報
収
集
事
態
が
発
生
し
た
場
合
の
情
報
の
収
集
等
の
体
制
及
び
通
信
の
確
保
に
つ
い
て

整
理
し
た
。

第
三
節

活
動
体
制
の
確
立

一

緊
急
事
態
区
分
に
応
じ
た
県
等
の
活
動
体
制
に
つ
い
て
、
自
然
災
害
時
に
お
け
る
態
勢
に

準
じ
、
原
子
力
災
害
対
策
等
に
必
要
な
人
員
の
調
整
を
図
る
こ
と
等
と
し
た
。

二

緊
急
消
防
援
助
隊
の
応
援
等
の
要
請
及
び
自
衛
隊
の
災
害
派
遣
の
要
請
の
手
続
を
整
理
し

た
。

第
四
節

屋
内
退
避
、
避
難
収
容
等
の
防
護
活
動

一

原
子
力
災
害
時
に
お
い
て
自
然
災
害
を
原
因
と
す
る
避
難
等
が
必
要
に
な
っ
た
場
合
の
対

応
等
に
つ
い
て
整
理
し
た
。

二

県
は
、
原
子
力
災
害
対
策
指
針
に
基
づ
き
、
原
子
力
事
業
者
と
連
携
し
、
国
の
協
力
を
得

な
が
ら
、
指
定
公
共
機
関
及
び
原
子
力
災
害
医
療
協
力
機
関
等
の
支
援
の
下
、
避
難
区
域
等

か
ら
の
防
護
措
置
と
し
て
避
難
又
は
一
時
移
転
を
指
示
さ
れ
た
住
民
等
を
対
象
に
避
難
退
域

時
検
査
及
び
簡
易
除
染
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

県
は
、
要
配
慮
者
等
の
避
難
及
び
一
時
移
転
等
に
つ
い
て
、
放
射
線
防
護
対
策
施
設
を
活

用
す
る
こ
と
と
し
た
。

第
九
節

救
助
・
救
急
、
消
火
及
び
医
療
活
動

一

県
は
、
原
子
力
災
害
医
療
機
関
等
の
協
力
を
得
な
が
ら
、
救
護
チ
ー
ム
等
を
編
成
し
、
原

子
力
災
害
医
療
活
動
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

汚
染
・
被
ば
く
患
者
や
被
ば
く
傷
病
者
等
に
対
す
る
診
療
に
つ
い
て
は
、
高
度
被
ば
く
医

療
支
援
セ
ン
タ
ー
又
は
原
子
力
災
害
医
療
・
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
が
派
遣
す
る
専
門
派
遣

チ
ー
ム
又
は
原
子
力
災
害
医
療
派
遣
チ
ー
ム
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

原
子
力
災
害
医
療
活
動
に
つ
い
て
、
原
子
力
災
害
拠
点
病
院
、
原
子
力
災
害
医
療
協
力
機

関
、
高
度
被
ば
く
医
療
支
援
セ
ン
タ
ー
、
原
子
力
災
害
医
療
・
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
救

護
所
そ
れ
ぞ
れ
の
対
応
を
整
理
し
た
。
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島
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号

青
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県
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刷
所
・
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人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭


